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四 

「
帰
化
申
請
許
可
者
数
」
を
国
籍
別
・
年
度
別
に
教
え
ら
れ
た
い
。 

五 

帰
化
を
申
請
し
て
不
許
可
と
な
っ
た
人
の
数
を
国
籍
別
・
年
度
別
に
教
え
ら
れ
た
い
。
加
え
て
、
不
許
可
と
な
っ
た
理
由

で
最
も
数
の
大
き
か
っ
た
も
の
は
何
か
、
教
え
ら
れ
た
い
。 

三 

「
帰
化
申
請
者
数
」
を
国
籍
別
・
年
度
別
に
教
え
ら
れ
た
い
。 

六 

帰
化
申
請
者
は
、
申
請
時
に
元
の
民
族
名
を
帰
化
後
の
名
前
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
と
も
日
本
名

で
な
い
と
受
理
し
な
い
の
か
。 

一 
こ
こ
数
年
帰
化
許
可
者
の
数
が
増
加
し
て
い
る
が
、
帰
化
を
許
可
す
る
条
件
が
緩
和
さ
れ
た
の
か
。 

八 

帰
化
を
許
可
す
る
具
体
的
条
件
は
何
か
。
「
帰
化
事
件
処
理
要
領
」
の
よ
う
な
も
の
が
今
日
に
お
い
て
も
存
在
す
る
の 

 

か
。 

七 

帰
化
希
望
者
が
帰
化
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
手
続
き
の
際
に
日
本
名
を
帰
化
後
の
名
前
と
し
て
記
載
す
る
よ
う
に
言
わ

れ
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
が
、
当
局
で
は
そ
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
か
。 

二 

「
帰
化
相
談
者
数
」
を
国
籍
別
・
年
度
別
に
教
え
ら
れ
た
い
。 

帰
化
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三 

 



 

 

四 

九 

い
わ
ゆ
る
「
婚
外
子
」
（
父
、
日
本
国
籍
。
母
、
外
国
籍
）
の
出
生
に
関
し
て
、
出
生
後
の
認
知
で
は
そ
の
子
は
日
本
国 

 
 

 
籍
を
取
得
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
。 

十 

国
籍
法
三
条
等
の
手
続
き
に
よ
っ
て
届
け
出
を
行
い
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
人
の
数
を
国
籍
別
・
年
度
別
に
教
え
ら
れ
た

い
。 

右
質
問
す
る
。 


